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３
月
７
日
、
佐
呂
間
町
消
防
団
第
２
分

団
詰
所
（
浜
佐
呂
間
）
で
佐
呂
間
町
消
防

団
と
北
見
市
の
常
呂
消
防
団
が
相
互
応
援

協
定
を
結
び
ま
し
た
。

　

こ
の
応
援
協
定
は
、
行
政
区
域
及
び
消

防
組
合
の
管
轄
を
越
え
た
相
互
応
援
協
定

で
、
こ
の
よ
う
な
協
定
は
北
海
道
で
は
初

め
て
で
す
。

　

本
協
定
で
は
、
浜
佐
呂
間
全
域
、
北
見

市
常
呂
町
栄
浦
地
域
で
火
災
な
ど
が
発
生

し
た
場
合
、
両
地
域
で
の
被
害
を
軽
減
す

る
た
め
に
、
要
請
に
応
じ
て
消
防
団
が
出

動
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

両
消
防
団
の
団
員
た
ち
は
、

「
同
じ
サ
ロ
マ
湖
で
仕
事
し
て
い
る
顔
見
知

り
の
常
呂
団
員
も
多
い
の
で
、
す
ぐ
近
く

で
活
動
し
て
い
る
の
に
団
と
し
て
何
も
で

き
な
い
こ
と
が
も
ど
か
し
か
っ
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
出
動
時
に
限
ら
ず
訓
練
な
ど
で

も
協
力
し
て
連
携
を
強
め
て
い
き
た
い
。」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　

地
域
住
民
の
安
全
を
守
る
た
め
、
相
互

応
援
協
定
が
活
か
さ
れ
、
万
が
一
の
場
合

に
は
、
被
害
を
最
小
限
に
留
め
ら
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

固い握手を結ぶ、常呂の永田団長（左）と佐呂間の五十嵐団長（右）

　3月 11 日、町体育館で全町ミニバレー大会が開催さ

れました。子どもから大人までが参加し、熱戦を繰り広

げ場内は熱気に包まれていました。小学生の部は 7チー

ム 43名が参加し、優勝はアタッカーズ。一般の部は 10

チーム 45 名が参加し、サロマンが熱戦を制し優勝の栄

に輝きました。

　冬でも運動をしながら交流を深めようと、例年開催さ

れている老人クラブ連合会冬期レクリエーション大会が

３月 16日、町体育館で行われました。町内から 17老人

クラブ、総勢 355 名が参加し 1種目の個人戦、2種目の

団体戦で競い合いながら楽しく交流しました。競技中は、

声援と笑いの両方が飛び交い大いに盛り上がりました。
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▼
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ  

ザ  

交
通
事
故

　

と
お
く
て
も

　
　
　

お
う
だ
ん
ほ
ど
う

　
　
　
　
　
　
　

わ
た
ろ
う
よ

佐
呂
間
小
学
校
２
年

　
　
　
　
　
　

鎌　

田　

優　

来

▼
交
通
事
故
発
生
状
況

　
（
平
成
24
年
２
月
末
）

　

発
生　

２
件
（
－
２
件
）

　

死
亡　

０
人
（
±
０
人
）

　

傷
者　

２
人
（
－
２
人
）

　
（　

）
内
は
前
年
比

　

発
生
件
数
は
人
身
事
故
の
件
数

▼
交
通
死
亡
事
故
ゼ
ロ
運
動

　

１
５
０
日
（
３
／
21
現
在
）

デイライト運動通年展開中 !!

子どもと一緒に通学路を歩く
などして、交通ルールの手本
を示し、マナーを身につける
ようにしましょう。また、自
転車のルール・マナーを話し
合い子どもを自転車に乗せる
ときはヘルメットを着用させ
ましょう。

交差点などで、子どもや高齢者を見かけたら声をか
け、安全な横断を手助けしましょう。また、自転車
の危険な乗り方を見つけたら注意しましょう。

子どもや高齢者を見かけた
ら、徐行するなど思いやりの
ある運転をしましょう。全て
の座席の同乗者全員にシート
ベルト・チャイルドシートを
正しく着用させましょう。飲
酒運転の危険性や責任の重大
さをしっかりと認識し、飲酒
運転を根絶しましょう。

参加体験型の講習会などに積極的に参加し、自分の
身体能力の変化を認識するとともに安全な行動を実
践しましょう。また、ウォーキングなど夜間に外出
する場合は、反射材の着用や明るい服装を心掛けま
しょう。

◆
運
転
す
る
と
き
は･･･

　

真
新
し
い
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
た
り
、

通
園
カ
バ
ン
を
肩
に
か
け
た
子
ど
も
の
姿
が

目
に
つ
く
季
節
で
す
。
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ

ん
は
、
子
ど
も
た
ち
を
見
か
け
た
ら
、
自
然

に
ア
ク
セ
ル
を
ゆ
る
め
、
学
校
や
公
園
の
近

く
を
通
る
と
き
は
、
特
に
慎
重
な
運
転
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

◆
歩
行
者
は･･･

　

道
路
を
渡
る
と
き
は
、
信
号
が
赤
に
な
っ

て
も
、
車
が
止
ま
る
の
を
確
か
め
て
か
ら
渡

り
始
め
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
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※対象となる方は、郵送されています案内に従い、新しい乳幼児等受給者証発行の手続きをお願いします。
※この医療費助成は、佐呂間町在住の方に限ります。転入・転出の際には手続きが必要となりますので、必ず窓口にお越
　しください。

　国民健康保険（以下、国保）の加入者の資格は、職場
の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方
を除いて、住所がある市町村の国保に加入しなければな
りません。（学生など特別な場合は除きます。）
　就職して職場の健康保険に加入したときや、退職をし
て喪失した場合など国保の資格に異動がが生じたときは、
14 日以内に届出を行ってください。
　特に６月までは、土木、建設、水産加工などの事業所
で働き始める方や、学校を卒業して就職をされる方が多
くなる時期です。

　届出を忘れていると、そのまま国保税が課税されたり、
保険の給付を受けることができなくなります。届出は、
役場保健福祉課医療保険係・若佐支所・浜佐呂間出張所
のいずれでも可能ですので、忘れずに行ってください。
　また、新たに国民健康保険以外の健康保険に加入され
た場合は、継続して診療を受けている医療機関の窓口に、
新しい保険証を提示してください。

【お問い合わせ】
役場保険福祉課医療保険係　Tel　２・１２１２

増大する子どもの医療費負担を佐呂間町が助成を行い、子育てに係る家庭の経済負担を軽減し、安全安心な子育ての環境
を提供します。本町の子育て支援の更なる充実を図り、住みやすい町・暮らしやすい町づくりを進めるため、今までの乳
幼児等医療費助成を大きく拡大して、医療費の無料化を実施します。
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これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診
療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以
上になった場合でも、いったんその額を支払わなければ
なりませんでしたが、平成 24 年 4 月 1 日からは限度額
を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
※窓口支払上限額（月あたり）は所得により異なります

加入する健康保険組合など
に『認定証』（限度額適用
認定証）の交付を申請して
ください。

『認定証』を窓口に提示し
てください。

「高齢受給者証」を窓口に
提示してください。

事前の申請手続きなどはあ
りません。

「後期高齢者医療被保険者
証」を窓口に提示してくだ
さい。

事前の申請手続きなどはあ
りません。

加入する健康保険組合など
に『認定証』（限度額適用
認定証）の交付を申請して
ください。

『認定証』を窓口に提示し
てください。

事前の申請など詳細は、国民健康保険・後期高齢者医
療制度に加入の方は役場保健福祉課医療保険係ま
で、その他各種健康保険組合などに加入の方は加入され
ている保険者にお問い合わせください。

『認定証』を提示しない場合は、従来どおりの手続きにな
りますのでご注意ください。（高額療養費の支給申請をし
ていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、
加入されている健康保険組合などから支給されます。）

現在、お持ちになっている『認定証』は有効期限まで使
用できます。新たな申請は必要ありません。


